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《沿革》

1950（昭和 25）年
　　「財団法人神奈川県住宅公社」として設立

1965（昭和 40）年
　　地方住宅供給公社法施行

1966（昭和 41）年
　　神奈川県住宅供給公社に改組

《組織概要》

◆資本金／ 3,000 万円
神奈川県：1,500 万円
横浜市：750 万円
川崎市：750 万円

◆売上高／約 180 億円（平成 22年度予想）

◆従業員／ 80名（役員・非常勤・嘱託を含む）

◆平均年齢／ 39.3 歳
（平成 22年８月現在、職員のみ）

《主な事業内容》

・一般賃貸住宅
・ケア付高齢者住宅事業（5施設）
・特定優良賃貸住宅
・高齢者向け優良賃貸住宅

《管理内訳》

・一般賃貸住宅：127 団地 13,960 戸
・ケア付高齢者住宅：5施設 819 戸
・特定優良賃貸住宅：108 団地 2,875 戸
・高齢者向け優良賃貸住宅：4団地 142 戸
・店舗等賃貸施設：65カ所
・駐車場：13,963 台

（１）現状認識
・住宅の供給主体としての公社の役割

は終了したと考えられる。

・公社という組織形態で住宅管理事業

を継続する必要性も乏しくなって

いる。

（２）公社の今後のあり方
・公社は、早期の民営化を目指す。

・公社の民営化は、公社の事業及び資

産を民間の所有に移行する形式と

する。

（３）民営化の時期
・遅くとも平成 29 年度までの民営化

を目指す。

県公社が目指す新たな民営化の方向性

神奈川県住宅供給公社の素顔

　県公社では、平成 18年 1月に神奈川県から示された「住宅供給公社の民営化基本
方針」を受け、3年間にわたって外部専門家を交え検討を行い、平成 21年 6月にそ
の検討結果を県に報告しました。その後、平成 21年 7月に就任した民間出身の理事
長の下、県とより一層の連携を図りながら民営化に向けた取り組みをさらに進めた結
果、この度、当公社が目指す「新たな民営化の方向性」がまとまりましたので、賃貸
住宅居住者の皆様方にご報告させていただきます。

１．新たな民営化の方向性
（１）当公社の今後のあり方

　現在の当公社を新たな企業体（株式会社）に移行します。
（２）民営化の時期

　平成 27 年 4 月 1 日の民営化を目指して取り組みを進めて
まいります。
（３）新たな企業体として目指すもの

①これまで当公社が担ってきた高齢者や住宅困窮層の居住
の安定を守るための公共的役割は、可能な範囲で維持し
ます。現居住者の居住の安定には最大限の配慮を行いつ
つ取り組んでまいります。

②地方住宅供給公社法（以下「公社法」という。）の枠組
みを超えた新たな事業を展開し、新たなビジネスモデル
へ挑戦します。

　（ア）高齢者対策の担い手
　既存の団地に介護、福祉的な要素を取り入れた新たな高
齢者事業を展開し、団地の活性化を図り、コミュニティの
再生に向けた取り組みを進めます。

　　［例 : 若葉台団地をモデルとした複合施設の整備］

　（イ）地域社会・経済の担い手
　既存事業（賃貸住宅管理事業等）の枠に限らず、地域・
時代のニーズに 即した事業を展開し、地域社会の活性化
を実現します。

（４）取り組みの方向性

　①ファイナンス革命
　県の信用に依存した資金調達から、プロジェクトファイ
ナンス（特定の事業による調達）等を活用した新たな資金
調達スキームへ移行させていきます。

　②ガバナンス革命
（ア）「心の民営化」を提唱し、職員の行動原理を改革し

ます。
（イ）予算主義から決算・成果主義へ移行してまいります。
（ウ）関連法人の一層のガバナンスの確立を目指します。

２．民営化を通じて私たちが目指すもの
①神奈川県住宅総合政策の一環としての「公社の民営化」
②既存の枠組み（公社法・形態）を超えた事業展開と効率

的な運営
③新たなビジネスモデルへの挑戦

　（ア）民間企業がどこまで「公の役割」を果たせるか
　（イ）県の住宅政策の担い手としての役割
　（ウ）高齢化対策の担い手としての役割
　（エ）地域社会・経済の担い手としての役割

３．民営化に向けた法整備の必要性
（１）制度的課題

　公社法には、株式会社へ転換するための手続きの定めがな
いため、新たな企業体（株式会社）に移行する際の税制面及
び手続き面での課題が残されています。
　①税制面での課題

（ア）資産（土地・建物）の移行にかかる不動産流通税の
負担

（イ）資産（建物）の移行にかかる消費税の負担
　②手続き面での課題

　現行法では当公社の権利・義務が新たな企業体に包括的
に承継しないため、 個別に既存債権者の同意を得るなど
の移転手続きが必要となり、手続き面での負担が大きくな
ります。

（２）課題解決に向けた取り組み

　新たな法整備等については、県と
連携して国や関係機関と調整を行っ
てまいります。
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